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第３章 第五次東大和市情報化推進計画 

 第五次東大和市情報化推進計画の施策体系                                  

本計画では本市として取り組むべき情報化の目標を（Ⅰ）「ＩＣＴの活用により利便性を

実感できる行政サービスの実現」、（Ⅱ）「安心・安全な暮らしを実感できるまちづくりに

向けたＩＣＴの活用」、「（Ⅲ）効果的・効率的な行政の推進」と定めました。 

さらにこれらの情報化の目標に基づき、本市として取り組むべき基本方針・情報化施策の

体系を以下に示します。（Ⅰ）～（Ⅲ）の目標達成に向けて、これらの情報化施策を効果的

に組み合わせて実施していくことが重要です。 

情報化施策（１）～（９）に取り組むことで、利便性の高い行政サービスや安全・安全な

まちづくりを実現し、すべての市民がＩＣＴの利便性を享受できる環境を整えます。さらに

（10）～(26)の情報化施策によって行政運営の効率化に取り組みます。効率化によって捻出

される人的・財政的リソースを市民サービスの高度化に充て、市民生活のさらなる利便性向

上を目指します。 

 

 

 

Ⅱ
安心・安全な暮らしを
実感できるまちづくりに
向けたＩＣＴの活用

①情報化の目標 ②基本方針 ③情報化施策

ICT-BCPの策定(8)

セキュリティ対策の推進(9)

安心・安全な行政運
営の実現

１

Ⅰ
ＩＣＴの活用により利便
性を実感できる行政
サービスの実現

行政手続きのオンライン化(1)１
電子行政サービス
の拡充

ＧＩＳ（庁内型）の導入(4)

２
市民への情報発信
の充実

ＧＩＳ（公開型）の導入(3)

ＡＩ チャットボット（市民向け）の導入(5)

ＡＩ チャットボット（職員向け）の導入(6)

市公式ホームページ等の再構築(7)

施設予約システムの導入(2)



 

１６ 

 

 

  

ＲＰＡ・ＡＩ－ＯＣＲの導入(13)

(12)

タブレット端末の活用(11)

オンライン会議の活用

人事評価システムの導入

オンライン申請システム（庁内調査）の導入(21)

公共施設マネジメントシステムの導入(22)

(23) エルタックス連携の導入

テレワークの推進

ペーパーレス会議の推進(10)

(18)

①情報化の目標 ②基本方針 ③情報化施策

効果的・効率的な行政
の推進

Ⅲ

公園台帳システムの導入(24)

庶務事務システムの導入

文書管理・電子決裁システムの導入(19)

オンラインストレージの導入(15)

グループウェアの導入(16)

(17) 庁内Wi-Fi環境の整備

(20)

ＡＩ議事録の導入(14)

(25)

行政運営の効率化１

庁内業務システム
の最適化

２

基幹業務システムの標準化・共通化(26)
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 第五次東大和市情報化推進計画[個別計画]                                 

前ページで掲げた第五次東大和市情報化推進計画の施策体系に基づく個別計画の内容、工

程表、上位計画等との関係性について下表のとおり示します。 

 なお、各施策の実施にあたっては、費用対効果を十分に検証しながら判断するとともに、

国や東京都等の特定財源を最大限活用し、財源対策を図っていくこととします。 

項 

番 
個別計画名 計画内容 

年次計画 第
五
次
基
本
計
画 

官
民
デ
ー
タ
活
用 

自

治

体

Ｄ
Ｘ 

令和４

年度 

(2022) 

令和５

年度 

(2023) 

令和６

年度 

(2024) 

令和７

年度 

(2025) 

令和８

年度 

(2026) 

1 

行政手続き

の 

オンライン

化 

東京電子自治体共

同運営サービスや

マイナポータルを活

用し、申請のオンラ

イン化による行政

手続き・窓口サービ

スの利便性向上に

取り組む。 

実施 ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ 

第３

編第

３章１

－３ 

● ● 

2 

施設予約シ

ステムの導

入 

令和７（2025）年度

のシステム更新に

向けて、現行システ

ムの課題を整理・

検討する。 

検討 ⇒ ⇒ 実施 ⇒ 

第３

編第

３章１

－３ 

●  

3 

《新規》 

ＧＩＳ（公開

型）の導入 

公開型ＧＩＳにより

都市計画情報等の

市が保有する地図

データのインターネ

ット公開を推進す

る。 

検討 ⇒ 実施 ⇒ ⇒ 

第３

編第

３章１

－３ 

●  

4 

《新規》 

ＧＩＳ（庁内

型）の導入 

庁内の複数部署が

保有する地図デー

タを庁内型ＧＩＳに

統合し、市民サービ

スの利便性向上に

向けたシステム最

適化を図る。 

検討 ⇒ 実施 ⇒ ⇒ 

第３

編第

３章１

－３ 

  

5 

《新規》 

AIチャット

ボット（市民

インターネット上で

２４時間３６５日い

つでも・どこからで

実施 ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ 
第３

編第

 ● 



 

１８ 

 

項 

番 
個別計画名 計画内容 

年次計画 第
五
次
基
本
計
画 

官
民
デ
ー
タ
活
用 

自

治

体

Ｄ
Ｘ 

令和４

年度 

(2022) 

令和５

年度 

(2023) 

令和６

年度 

(2024) 

令和７

年度 

(2025) 

令和８

年度 

(2026) 

向け）の導

入 

も、市へ問い合わ

せが可能なＡＩチャ

ットボットを導入す

る。 

３章１

－３ 

6 

《新規》 

AIチャット

ボット（職員

向け）の導

入 

庁内の職員からの

問い合わせに対応

するＡＩチャットボット

を導入し、職員負

担軽減による行政

サービスの向上を

図る。 

検討 実施 ⇒ ⇒ ⇒ 

第３

編第

３章１

－３ 

 ● 

7 

市公式ホー

ムページ等

の検討 

現在運用している

市ホームページに

ついて、市民意見

を適宜取り入れ、機

能の拡充を図る。 

実施 ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ 

第３

編第

３章３

－２ 

●  

8 
ＩＣＴ-ＢＣＰ

の策定 

災害発生時におい

て、必要な情報シス

テムが稼働できる

よう、様々なリスク

マネジメントを整備

し、ＩＣＴ部門の事業

継続計画策定を検

討する。 

検討 ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ 

第３

編第

３章１

－３ 

  

9 

《新規》 

セキュリティ

対策の推進 

サイバーリスクの高

度化・巧妙化に対

応するため、情報

セキュリティ対策や

個人情報保護に関

する取組を着実に

実施する。 

実施 ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ 

第３

編第

３章１

－３ 

 ● 

 

10 

ペーパーレ

ス会議の推

進 

タブレット端末等を

活用したペーパー

レス会議を推進す

ることで紙資料の

実施 ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ 

第３

編第

３章１

－３ 

●  

 



 

１９ 

 

項 

番 
個別計画名 計画内容 

年次計画 第
五
次
基
本
計
画 

官
民
デ
ー
タ
活
用 

自

治

体

Ｄ
Ｘ 

令和４

年度 

(2022) 

令和５

年度 

(2023) 

令和６

年度 

(2024) 

令和７

年度 

(2025) 

令和８

年度 

(2026) 

準備等に係る事務

負担を軽減する。 

11 
タブレット端

末の活用 

庁内の会議や庁外

調査などにタブレッ

ト端末を導入するこ

とで効果的・効率的

な業務の遂行を実

現し、紙文書のペ

ーパーレス化を図

る。 

実施 ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ 

第３

編第

３章１

－３ 

●  

 

12 

《新規》 

オンライン

会議の活用 

庁内外の会議にオ

ンライン会議システ

ムを導入すること

で、感染症対策の

徹底及び業務効率

化を図る。 

実施 ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ 

第３

編第

３章１

－３ 

  

 

13 

《新規》 

ＲＰＡ・ＡＩ-Ｏ

ＣＲの導入 

ＡＩ-ＯＣＲによる手

書き申請書等の電

子化とＲＰＡによる

自動入力により、紙

書類の処理を効率

化し業務効率化を

図る。 

実施 ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ 

第３

編第

３章１

－３ 

 ● 

 

14 

《新規》 

ＡＩ議事録の

導入 

ＡＩを活用して会議

音声の文字起こし

を自動化し、庁内

の議事録作成業務

の効率化を図る。 

実施 ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ 

第３

編第

３章１

－３ 

 ● 

15 

《新規》 

オンライン

ストレージ

の導入 

大容量データの送

受信が可能なオン

ラインストレージを

導入し、庁外関係

実施 ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ 

第３

編第

３章１

－３ 

  



 

２０ 

 

項 

番 
個別計画名 計画内容 

年次計画 第
五
次
基
本
計
画 

官
民
デ
ー
タ
活
用 

自

治

体

Ｄ
Ｘ 

令和４

年度 

(2022) 

令和５

年度 

(2023) 

令和６

年度 

(2024) 

令和７

年度 

(2025) 

令和８

年度 

(2026) 

者とのデータ交換

の効率化を図る。 

16 
グループウ

ェアの導入 

グループウェアの

導入により庁内の

情報共有・コミュニ

ケーションの効率

化を図る。 

実施 ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ 

第３

編第

３章１

－３ 

  

17 
庁内Ｗｉ-Ｆｉ

環境の整備 

庁内会議のペーパ

ーレス化、オンライ

ン化等に対応する

ため、庁内Ｗｉ-Ｆｉ環

境の整備を進め

る。 

実施 ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ 

第３

編第

３章１

－３ 

  

 

18 

《新規》 

テレワーク

の推進 

感染症拡大や災害

発生時の事業継続

を見据えて、オンラ

イン会議等を活用

した職員のテレワ

ークを推進する。 

実施 ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ 

第３

編第

３章１

－３ 

● ● 

 

19 

文書管理・

電子決裁シ

ステムの導

入 

電子決裁機能を有

する文書管理シス

テムを導入し、庁内

文書の収受・保存・

廃棄を一元管理す

るとともに決裁処理

の効率化を図る。 

検討 実施 ⇒ ⇒ ⇒ 

第３

編第

３章１

－３ 

  

 

20 

人事評価シ

ステムの導

入 

人事評価システム

を導入することで職

員の人事評価に関

する手続き・管理を

一元化し、事務処

理の効率化を図

る。 

検討 ⇒ 実施 ⇒ ⇒ 

第３

編第

３章１

－３ 

  



 

２１ 

 

項 

番 
個別計画名 計画内容 

年次計画 第
五
次
基
本
計
画 

官
民
デ
ー
タ
活
用 

自

治

体

Ｄ
Ｘ 

令和４

年度 

(2022) 

令和５

年度 

(2023) 

令和６

年度 

(2024) 

令和７

年度 

(2025) 

令和８

年度 

(2026) 

21 

《新規》 

オンライン

申請システ

ム（庁内調

査）の導入 

庁内で発生する調

査業務をオンライン

上で完結させ、調

査の発出・回収・集

計業務の効率化を

図る。 

実施 ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ 

第３

編第

３章１

－３ 

  

22 

《新規》 

公共施設マ

ネジメントシ

ステムの導

入 

公共施設マネジメ

ントシステムを導入

し、市が管理する公

共施設に関する

種々のデータを一

元管理する。 

検討 ⇒ ⇒ 実施 ⇒ 

第３

編第

３章１

－３ 

  

23 

《新規》 

エルタックス

連携の導入 

エルタックスデータ

を市の基幹税務シ

ステムに自動連携

させることで、税業

務の効率化を図

る。 

検討 ⇒ ⇒ ⇒ 実施 

第３

編第

３章１

－３ 

  

24 

《新規》 

公園台帳シ

ステムの導

入 

市が管理する公園

施設の台帳情報・

管理情報等をシス

テムで一元管理し、

公園管理業務の効

率化を図る。 

検討 ⇒ ⇒ ⇒ 実施 

第３

編第

３章１

－３ 

  

25 

庶務事務シ

ステムの導

入 

庶務事務システム

の導入により、市職

員の勤務管理や申

請・届出管理を電

子化し、事務処理

の効率化及びペー

パーレス化を図る。 

検討 実施 ⇒ ⇒ ⇒ 

第３

編第

３章１

－３ 

  

26 

基幹業務シ

ステムの標

準化・共通

化 

市の基幹２０業務

（住民記録、選挙人

名簿管理、固定資

産税、個人住民

実施 ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ 

第３

編第

３章１

－３ 

● ● 

 



 

２２ 

 

項 

番 
個別計画名 計画内容 

年次計画 第
五
次
基
本
計
画 

官
民
デ
ー
タ
活
用 

自

治

体

Ｄ
Ｘ 

令和４

年度 

(2022) 

令和５

年度 

(2023) 

令和６

年度 

(2024) 

令和７

年度 

(2025) 

令和８

年度 

(2026) 

税、法人住民税、

軽自動車税、国民

健康保険、国民年

金、障がい者福

祉、後期高齢者医

療、介護保険、児

童手当、生活保

護、健康管理、就

学（学籍簿）、児童

扶養手当、子ども・

子育て、戸籍、戸籍

附票、印鑑登録）に

ついて令和８年ま

でに標準準拠シス

テムを構築し、ガバ

メントクラウド上で

運用を開始する。 

第五次基本計画 … 「東大和市第五次基本計画」において関係する章節 

官民データ活用 … 「市町村官民データ活用推進計画」としての位置づけを併せ持つ個別計画 

自治体DX … 「自治体DX推進計画」に対応する個別計画 

 

 計画の進行管理                                  

計画期間中、各情報化施策の実施状況の管理や効果を高めるため、定期的に施策の達成状

況を調査します。そして、その結果を当市の内部組織である東大和市情報システム委員会及

び東大和市情報システムマネジメント本部会議で審議の後、市報及びホームページで公開し

ます。 


